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ご
み
の
減
量
、
適
正
な
処
理

と
再
利
用
の
推
進
を
図
る
た
め

に
活
動
す
る
「
廃
棄
物
減
量
等

推
進
員
」
を
募
集
し
ま
す
。
推

進
員
は
、
一
般
廃
棄
物
の
減
量

と
適
正
処
理
、
資
源
物
の
資
源

化
・
再
利
用
な
ど
を
市
や
事
業

者
と
協
働
で
推
進
す
る
た
め
の

具
体
的
な
活
動
を
行
い
ま
す
。

活
動
は
平
日
の
昼
間
が
中
心
に

な
り
ま
す
が
、
ご
み
の
減
量
や

資
源
化
に
つ
い
て
興
味
が
あ

り
、
一
緒
に
考
え
行
動
し
て
い

た
だ
け
る
方
の
応
募
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

▽
任
期
　
４
月
か
ら
２
年
間

▽
会
議
の
開
催
回
数
な
ど
　
定

　
例
会
月
１
回
程
度
、
活
動
は

　
必
要
に
応
じ
随
時

▽
対
象
　
市
内
在
住
で
20
歳
以

　
上
の
方

▽
募
集
人
数
　
14
人
以
内

▽
報
償
　
年
額
１
万
８
０
０
０

　
円

▽
応
募
方
法
　
３
月
９
日

（金）
ま

　
で
に
、
氏
名
、
住
所
、
年
齢
、

　
性
別
、
電
話
番
号
、
「
ご
み

　
の
減
量
や
資
源
化
に
関
す
る

　
こ
と
」
を
は
が
き
か
便
箋
な

　
ど
に
記
入
し
、
送
付
す
る
か

　
直
接
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▽
応
募
・
問
合
せ
　
環
境
課
清

　
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
係
（
〒
１

　
９
７
―
０
８
１
４
　
二
宮
３

　
５
０
、
直
通
５
５
８
・
１
８

　
３
０
）

　
１
月
31
日
現
在
、
皆
さ
ん
か

ら
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
義
援
金

の
合
計
は
、
５
７
５
５
万
６
８

８
１
円
に
な
り
ま
し
た
。
10
月

１
日
以
降
に
義
援
金
を
お
寄
せ

い
た
だ
い
た
団
体
な
ど
を
紹
介

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
協

力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
義
援
金
の
受
付
は
、
引
き
続

き
３
月
29
日
ま
で
行
っ
て
い
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

▽
義
援
金
を
お
寄
せ
い
た
だ
い

　
た
団
体
な
ど
（
１
月
31
日
現

　
在
、
順
不
同
）

　●

第
16
回
あ
き
る
野
市
健
康
の

　
つ
ど
い
運
営
委
員
会

　●

芋
煮
会
と
伝
統
漁
法
実
行
委

　
員
会

　●

（株）
黒
茶
屋

　●

「
和
の
響
き
ｗ
ｉ
ｔ
ｈ
　
Ｊ

　
Ａ
Ｚ
Ｚ
」
〜
あ
き
る
野
の
奏

　
で
〜
実
行
委
員
会

　●

あ
き
る
野
市
リ
サ
イ
ク
ル
フ

　
ェ
ア
運
営
委
員
会

　●

第
17
回
あ
き
る
野
市
産
業
祭

　
運
営
委
員
会

　●

あ
き
る
野
市
立
小
中
学
校
Ｐ

　
Ｔ
Ａ
連
合
会

　●

油
平
自
治
会

　●

ド
リ
ー
ミ
ー
ホ
ー
ル
秋
川
イ

　
ベ
ン
ト
参
加
者
一
同

　●

東
京
都
立
秋
留
台
高
等
学
校

　●

東
京
都
立
五
日
市
高
等
学
校

　
Ｐ
Ｔ
Ａ

　●

ハ
ー
ト
フ
ェ
ス
タ

　●

福
祉
バ
ザ
ー
模
擬
店
社
協
職

　
員
有
志

▽
問
合
せ
　
総
務
課
庶
務
係

　
（
直
通
５
５
８
・
１
３
２

　
９
）

　
教
育
委
員
会
１
月
定
例
会
に

お
い
て
、
教
育
委
員
会
委
員
長

に
古
田
土
暢
子
氏
が
選
任
さ
れ

ま
し
た
。
任
期
は
平
成
25
年
１

月
25
日
ま
で
で
す
。
こ
れ
は
、

前
委
員
長
の
溝
口
勲
夫
氏
が
１

月
10
日
に
ご
逝
去
さ
れ
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
委

員
長
職
務
代
理
者
に
山
城
清
邦

氏
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

▽
教
育
委
員
会
の
構
成
（
敬
称

　
略
）

　●

委
員
長
…
古
田
土
暢
子

　●

委
員
長
職
務
代
理
者
…
山
城

　
清
邦

　●

委
員
…
田
野
倉
美
保

　●

教
育
長
…
宮
林
徹

　
平
成
23
年
10
月
に
子
ど
も
手

当
制
度
が
変
わ
り
、
す
で
に
手

当
を
受
給
し
て
い
た
方
か
ら
も

申
請
が
必
要
で
す
。
ま
だ
申
請

が
済
ん
で
い
な
い
方
は
早
め
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
手
当
の
月
額
（
平
成
23
年
10

　
月
〜
平
成
24
年
３
月
）

　●

０
歳
〜
３
歳
未
満
（
一
律
）

　
…
１
万
５
０
０
０
円
 

　●

３
歳
〜
小
学
校
修
了
前
（
第

　
１
子
・
第
２
子
）
…
１
万
円

　●

３
歳
〜
小
学
校
修
了
前
（
第

　
３
子
以
降
）
…
１
万
５
０
０

　
０
円

　●

中
学
生
（
一
律
）
…
１
万
円

※
養
育
す
る
子
ど
も
（
18
歳
に

　
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３

　
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子

　
ど
も
）
の
う
ち
、
年
長
者
か

　
ら
第
１
子
、
第
２
子
…
と
数

　
え
ま
す
。

※
平
成
23
年
９
月
30
日
以
前
か

　
ら
市
内
在
住
で
中
学
校
修
了

　
前
ま
で
の
子
ど
も
を
養
育
さ

　
れ
て
い
る
方
は
、
３
月
30
日

　
ま
で
に
申
請
す
れ
ば
、
平
成

　
23
年
10
月
分
か
ら
の
手
当
が

　
支
給
さ
れ
ま
す
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

　●

は
ん
こ

　●

預
金
通
帳
（
申
請
者
名
義
の

　
口
座
）

　●

申
請
者
本
人
の
健
康
保
険
証

　
の
写
し
（
健
康
保
険
証
で
被

　
用
者
の
確
認
が
で
き
な
い
場

　
合
は
、
別
に
年
金
加
入
証
明

　
書
が
必
要
）

※
そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
書

　
類
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
場

　
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
そ
の
他

　●

公
務
員
の
方
は
勤
務
先
で
手

　
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　●

新
た
に
お
子
さ
ん
が
生
ま
れ

　
た
と
き
や
転
出
す
る
場
合
、

　
別
に
手
続
き
が
必
要
に
な
り

　
ま
す
。

　●

里
親
な
ど
の
方
は
新
た
に
支

　
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

　
た
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く

　
だ
さ
い
。

▽
申
請
・
問
合
せ
　
子
育
て
支

　
援
課
・
子
育
て
支
援
係
、
五

　
日
市
出
張
所
（
申
請
の
み
）

　
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が

困
難
な
方
の
た
め
に
、
免
除
制

度
が
あ
り
ま
す
。

▽
申
請
免
除
（
全
額
免
除
・
一

　
部
免
除
）
制
度
　
所
得
が
減

　
っ
た
り
、
退
職
（
失
業
）
で

　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困

　
難
な
と
き
、
本
人
と
配
偶
者

　
と
世
帯
主
の
前
年
所
得
が
基

　
準
額
以
下
の
場
合
、
申
請
し

　
て
認
め
ら
れ
る
と
全
額
免
除

　
（
保
険
料
の
全
額
が
免
除
）

　
か
一
部
免
除
（
保
険
料
の
一

　
部
が
免
除
）
に
な
り
ま
す
。

※
退
職
（
失
業
）
に
よ
る
申
請

　
免
除
の
特
例
　
前
年
所
得
が

　
基
準
額
を
超
え
て
い
る
場
合

　
で
も
、
退
職
（
失
業
）
し
た

　
方
の
所
得
は
無
か
っ
た
も
の

　
と
し
て
扱
い
、
申
請
を
し
て

　
認
め
ら
れ
る
と
全
額
免
除
か

　
一
部
免
除
に
な
り
ま
す
。

※
平
成
22
年
３
月
31
日
に
退
職

　
（
失
業
）
し
た
方
は
、
３
月

　
30
日

（金）
ま
で
に
申
請
し
て
く

　
だ
さ
い
。

▽
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
　
世

　
帯
主
の
前
年
所
得
が
基
準
額

　
以
上
あ
る
た
め
免
除
対
象
と

　
な
ら
な
い
30
歳
未
満
の
方
に

　
は
、
本
人
と
配
偶
者
の
前
年

　
所
得
が
全
額
免
除
の
基
準
額

　
以
下
で
あ
れ
ば
、
保
険
料
の

　
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
が

　
あ
り
ま
す
。

▽
学
生
納
付
特
例
制
度
　
大
学

　
や
専
修
学
校
な
ど
の
学
生
の

　
方
は
、
本
人
の
前
年
所
得
が

　
基
準
額
以
下
で
あ
れ
ば
、
保

　
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る

　
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※
一
部
免
除
が
認
め
ら
れ
た
方

　
は
、
納
め
る
こ
と
が
必
要
な

　
保
険
料
を
納
め
な
い
場
合
、

　
未
納
と
同
じ
扱
い
に
な
り
ま

　
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
申
請
免
除
、
若
年
者
納
付
猶

　
予
制
度
な
ど
の
期
間
の
保
険

　
料
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば

　
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納

　
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
追

　
納
）
。

▽
持
ち
物
　
年
金
手
帳
、
は
ん

　
こ

　●

退
職
（
失
業
）
に
よ
る
免
除

　
申
請
の
方
…
雇
用
保
険
被
保

　
険
者
離
職
票
か
受
給
資
格
者

　
証
（
失
業
し
て
い
る
こ
と
を

　
確
認
で
き
る
公
的
機
関
の
証

　
明
の
写
し
。
コ
ピ
ー
可
）

　●

学
生
納
付
特
例
申
請
の
方
…

　
学
生
証
か
在
学
証
明
書
（
コ

　
ピ
ー
可
）

▽
申
請
・
問
合
せ

　●

保
険
年
金
課
年
金
係

　●

五
日
市
出
張
所
市
民
総
合
窓

　
口
係
（
申
請
の
み
）

　●

青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０
４

　
２
８
・
30
・
３
４
１
０
）

　
喫
煙
が
健
康
と
関
連
し
て
い

る
こ
と
は
よ
く
耳
に
さ
れ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
喫
煙
が
、
が
ん
を
は
じ
め
心

疾
患
や
脳
卒
中
、
呼
吸
器
疾

患
、
歯
周
病
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
病
気
の
原
因
に
な
り
、
ま
た

周
囲
の
人
に
も
、
た
ば
こ
の
煙

に
よ
る
受
動
喫
煙
で
健
康
に
大

き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
ご

存
じ
で
す
ね
。

　
厚
生
労
働
省
の
国
民
健
康
栄

養
調
査
（
平
成
22
年
）
で
は
、

日
本
人
の
喫
煙
率
は
19
・
５
　

で
、
年
々
減
少
し
、
過
去
最
低

の
割
合
に
な
り
ま
し
た
。
し
か

し
男
性
の
喫
煙
率
は
32
・
２
　

と
な
っ
て
い
て
、
40
歳
代
が
も

っ
と
も
高
く
42
・
４
　
で
す
。

女
性
の
喫
煙
率
は
8.4
　
で
す
が
、

30
歳
代
が
14
・
２
　
、
40
歳
代

が
13
・
６
　
と
高
い
割
合
を
示

し
て
い
ま
す
。

　
喫
煙
が
健
康
に
悪
い
影
響
を

与
え
る
こ
と
を
知
っ
て
、
喫
煙

し
て
い
る
方
で
も
一
度
は
禁
煙

を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
 

　
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）

は
、
四
半
世
紀
前
の
１
９
８
８

年
か
ら
、
５
月
31
日
を
世
界
禁

煙
デ
ー
と
し
て
、
世
界
的
に
喫

煙
と
健
康
に
つ
い
て
考
え
る
日

と
位
置
づ
け
て
毎
年
異
な
る
ス

ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
、
禁
煙
を
ア

ピ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

受
け
て
日
本
で
も
さ
ま
ざ
ま
な

と
こ
ろ
で
禁
煙
が
呼
び
か
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
で
は
、
毎
月
22
日
が
「
禁
煙

の
日
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

　
禁
煙
推
進
学
術
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
で
は
、
「
喫
煙
し
な
い
」
を

「
吸
わ
ん
（
ス
ワ
ン
）
」
に
読

み
替
え
な
が
ら
数
字
の
２
を
白

鳥
（
ス
ワ
ン
）
に
見
立
て
、
22

日
を
「
吸
わ
ん
吸
わ
ん
（
ス
ワ

ン
ス
ワ
ン
）
」
の
禁
煙
の
日
と

し
て
い
ま
す
。
喫
煙
者
と
そ
の

協
力
者
（
パ
ー
ト
ナ
ー
）
の
２

羽
の
白
鳥
が
、
寄
り
添
い
な
が

ら
禁
煙
に
取
り
組
む
姿
を
表
し

て
い
ま
す
。
１
年
に
一
日
の
特

別
な
日
だ
け
で
な
く
、
も
う
少

し
身
近
な
毎
月
22
日
を
、
喫
煙

の
害
と
禁
煙
の
大
切
さ
を
考
え
、

実
際
に
行
動
す
る
日
に
し
て
ほ

し
い
と
考
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
め
ざ
せ
健
康
あ
き
る
野
21
計

画
で
も
、
働
き
盛
り
世
代
の
行

動
目
標
と
し
て
、
「
タ
バ
コ
を

吸
っ
て
い
る
人
を
減
ら
す
」
こ

と
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
今
月
22

日
の
「
禁
煙
の
日
」
を
、
禁
煙

に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
に

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

▽
問
合
せ
　
健
康
課
健
康
づ
く

　
り
係

　
水
道
局
多
摩
お
客
さ
ま
セ
ン

タ
ー
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
受
付
時
間
　
午
前
８
時
30
分

　
〜
午
後
８
時
（
日
曜
日
、
祝

　
日
を
除
く
）

※
漏
水
事
故
な
ど
緊
急
の
ご
用

　
件
に
つ
い
て
は
、
24
時
間
３

　
６
５
日
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

▽
問
合
せ

　●

引
越
し
や
契
約
の
変
更
…
☎

　
０
５
７
０
・
０
９
１
・
１
０

　
０
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　●

料
金
、
漏
水
修
繕
、
そ
の
他

　
…
☎
０
５
７
０
・
０
９
１
・

　
１
０
１
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※
Ｐ
Ｈ
Ｓ
な
ど
で
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ

　
ル
を
利
用
で
き
な
い
場
合
…

　
☎
５
４
８
・
５
１
１
０

　
２
月
24
日

（金）
午
前
９
時
30
分

か
ら
11
時
30
分
ま
で
の
間
、
東

京
サ
マ
ー
ラ
ン
ド
敷
地
内
の
山

林
で
、
第
９
消
防
方
面
林
野
火

災
訓
練
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
当
日
は
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
な

ど
が
消
火
訓
練
を
行
い
ま
す

が
、
火
災
と
間
違
え
な
い
よ
う

お
願
い
し
ま
す
（
荒
天
の
場
合

は
中
止
）
。

▽
問
合
せ
　
地
域
防
災
課
防
災

　
安
全
係

廃
棄
物
減
量
等

　
　
推
進
員
募
集

教
育
委
員
会
委
員
長
に

古
田
土
暢
子
氏

　
　
　
　
　
が
就
任

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
申
請
な
ど
の
申
請

漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

水
道
使
用
の
開
始
・

中
止
な
ど
、
各
種

　
　
お
問
い
合
わ
せ

林
野
火
災
訓
練

　
実
施
の
お
知
ら
せ

パ
ー

セ
ン
ト

パ
ー

セ
ン
ト

パ
ー

セ
ン
ト

パ
ー

セ
ン
ト パ

ー
セ
ン
ト

パ
ー

セ
ン
ト


